
 

 

タイ国 個人情報保護法（PDPA）の施行延期を定める勅令 

2021 年 5 月 10 日 

One Asia Lawyers タイ事務所 

 

２０２１年６月１日に予定されていたタイ国個人情報保護法（PDPA）の施行を２０２２年

５月３１日まで再度１年間延期する旨の勅令が発行されました。 

 

施行の再度の延長の理由としては、 

１）PDPAが定める規則、方法、条件に従った運用が複雑で詳細であること、 

２）同法が意図する通りに効果的に個人情報を保護するためには高度な技術の使用が求めら

れること、 

３）コロナウィルスが未だ収束せず、経済・社会に大きな影響を与えており、タイ全土、官

民問わず、その運用準備が整っていないことなどがその理由として挙げられています。 

 

この再度の延長期間中に、同意書のフォーマットや個人データの国外移転の適法化方法、そ

の他の下位規則、ガイドラインが定められることが想定されます。 

 

今後はこれらの情報を収集しつつ、これまで準備してきた PDPA対応体制をアップデート

し、来年の PDPA施行に向けた準備を進めていく必要がございます。 

 

当事務所も、PDPAに関連する情報を収集し随時発信して参ります。 

以上 

〈注記〉 

本内容に関し、以下の点ご了解ください。 

・ 今後の政府発表や解釈の明確化にともない、本資料は変更となる可能性がございます。 

・ 本資料の使用によって生じたいかなる損害についても当社は責任を負いません。 

「One Asia Lawyers」は、アジア各国の法に関するアドバイスを、シームレスに、一つのワン・ファ

ームとして、ワン・ストップで提供するために設立された日本で最初の ASEAN 及び南アジア法務特

化型の法律事務所です。 

One Asia Lawyers タイ事務所においては、常駐日本人専門家 3 名を含む合計 20 名の体制で対応を行

っております。コーポレート、労務、倒産、訴訟等、現地に根付いたサービスを提供しております。 

本記事やご相談に関するご照会は以下までお願い致します。 

 masaki.fujiwara@oneasia.legal（藤原 正樹） 
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yuto.yabumoto@oneasia.legal（藪本 雄登） 

 

藤原 正樹 

One Asia Lawyers 大阪オフィス・タイオフィス兼務 

知的財産案件を広く扱う法律特許事務所に 13 年間在籍し、知的財産法務、営業秘密

を含めた情報関連法務、ソフトウェア法務、WEB サービス関連法務、その他企業法

務及び破産管財業務などに従事し、訴訟案件にも数多く対応してきた実績がある。

また、著作権の検定問題を複数年にわたり担当し、著作権関連法務も多く取り扱っ

てきた。２０２０年からは個人情報保護法、IT 領域を中心にタイ企業法務に関するリーガルサポート

を提供している。 

 

藪本 雄登  

One Asia Lawyers タイ事務所代表/メコン地域統括  

One Asia Lawyers の前身となる JBL Mekong グループを 2010 年に設立。メコン地

域流域諸国を統括。カンボジア、ラオス、タイ、ミャンマー、ベトナムで数年間の

駐在・実務経験を有し、タイを中心にカンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム（CLMV）の各国

につき、現地弁護士と協働して各種法律調査や進出日系企業に対する各種法的なサポートを行う。タ

イ国内案件、ベトナム国内案件、CLM へのクロスボーダー進出支援業務、M&A、コーポレート、労

務、税務、紛争解決案件等を担当。 

 

ビエンチャン日本人商工会議所事務局長（2015 年）、カンボジア日本人商工会労務委員（2014 年、

2015 年）、盤谷日本人商工会 GMS 委員（2016 年-）、東京都中小企業振興公社の相談員（2017 年

-）、中小機構相談員（2016-）等を歴任。 
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